
 

 

本庁舎等保安警業務委託仕様書   

 

本庁舎等保安警備業務については、発注者（甲）受注者（乙）とし、以下

の仕様のとおり、本庁舎 (新館及び旧館 )、分館（職員会館）、公用車庫、第

２別館及び構内周辺の岸和田市の敷地の秩序の維持とこれらに附属する

設備その他装置の安全保持や火災、盗難及び事故防止等を維持すること

により、庁舎の利用者の安全と利便性を確保し、行政の円滑な運営に寄与

することを目的とする。  

  

１  対象範囲・人員・勤務時間  

(1)対象範囲は別表１、人員及び勤務時間等は別表２のとおりとする。  

(2)副現場責任者を４人以上選任すること。なお、現場責任者及び副現場責

任者は、警備業法（昭和 47年法律第 117号）第23条に基づく検定のう

ち、警備員等の検定等に関する規則（平成 17年国家公安委員会規則第 2

0号）第１条第２号に掲げる警備業務の１級又は２級の資格を有する者を

配置すること。  

(3)警備員は、警備業法に基づく教育を受け、身体強靭な者で、庁舎等の保

安警備業務を行うにあたり適当と認められる者で、２年以上の警備業務従

事経験を有すること。  

(4)祭礼日として甲が指定する日（年間１日）は、午前７時 30分から正午まで

２名増員して業務にあたること。  

(5)乙は業務開始日の１週間前までに、当日勤務する警備員の名簿を作成

し、甲へ提出しなければならない。なお、業務に支障が無いよう警備員の経

験、年齢構成のバランスに配慮すること。  

(6)乙は、警備員の変更その他の事情により、内容に変更が生じた場合には、

変更が生じた都度、速やかに名簿を作成し甲へ提出すること。  

(7)乙は、警備員について指揮命令系統を明確にした組織図を作成し、甲へ

提出すること。  

(8)乙は、夜間等の市役所執務時間外において、非常事態が発生した場合

は速やかに参集できる体制を確立し対応をすること。  

 

２  現場責任者の業務内容  

(1)警備員の勤務態度等について指導及び監督を行うとともに、甲と連絡を

密にして、庁舎等の保安警備業務を統括すること。  

(2)常に保安警備体制を良好に保ち、必要に応じて、適切に警備員を指導す

ること。  

(3)警備上重要な事案が発生した場合には、現場で指揮をとること。  

(4)警備上必要な事項の見落とし等を発見した場合には、速やかに甲へ報告

するとともに、警備方法を是正し再発防止に努めること。  



 

 

(5)毎日警備員の配置表を作成し、これに基づき業務を行わせること。また、

交代の際は引継ぎを確実に行わせること。   

 

３  副現場責任者の業務内容  

副現場責任者は、現場責任者を補佐し、現場責任者が不在の時は現場

責任者の業務を代行すること。  

 

４  保安警備業務内容  

(1)対象範囲の巡回警備を実施すること。  

実施内容については、書面にて甲に報告し、承認を受けること。  

また、無線機等により、警備員が相互に連絡を取れる体制を構築すること。  

(2)火災、盗難等の防止及び保全に関すること。  

(3)来庁者用駐車場内及び当該駐車場に出入りする車両に対する整理誘

導、案内並びに駐車場及びその設備（開閉機、発券機、精算機等）の日常

管理に関すること。ただし、裁判所後駐車場は精算機内の現金（硬貨・紙

幣）と駐車券を月初めと中旬に２回回収し、観光課へ引き渡す業務のみ行

う。  

(4)事故覚知時は、関係機関への連絡及び通報、甲が指定する緊急連絡者

等への連絡など、事態の拡大防止のため必要な措置を講じること。  

(5)火災及び大規模災害等、緊急事態が発生した場合には、被害拡大防止

のために必要な措置（初期消火や市民の安全確保のための避難誘導）を

講じること。  

(6)荒天等により建物・設備等への危険が予想される場合の事前協議を行

い、安全対策を講じること。  

(7)遺失物を発見した際、甲へ遅滞なく引き継ぐこと。  

(8)本庁舎玄関その他の門扉の開閉に関すること。  

(9)立哨又は座哨による本庁舎内への出入者の管理に関すること。  

(10)執務室等の鍵の手交及び保管管理の徹底を図ること。  

(11)来庁者に対する庁内施設設備についての案内に関すること。  

(12)次に掲げる行為を行い又は行おうとする者がいる場合には、必要な行動

を取るとともに、警備責任者等に報告し指示を仰ぐこと。  

ア 庁舎等又は庁舎周辺において不審者を発見した場合には、その動向を

監視するとともに、必要に応じ１１０番等の通報をすること。   

イ 甲が立入りを禁止した区域に立ち入っている者がある場合には、これを

排除すること。  

ウ 庁舎等において、許可なく多数集合し、喧騒にわたる行為をする者があ

る場合には、これを制止すること。  

エ 座込みその他通行の妨害になるような行為をする者がある場合には、こ

れを制止すること。  



 

 

オ 許可なく拡声器、旗、のぼり、プラカード、テントその他これらに類するも

のを持ち込もうとする場合には、これを制止すること。  

カ 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合において、こ

れらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認められるときは、これ

らの者の庁舎等への立ち入りを制止すること。  

キ その他庁舎等の秩序を乱し、又は職員の安全を脅かすような行為をす

る者がある場合には、これを制止すること。  

(13)その他の次に掲げる業務  

ア 守衛室における電話及び来庁者等の応対に関すること。  

イ 緊急時の関係課職員、警察等関係機関への連絡に関すること。  

ウ 郵便等の受け渡し及び保管に関すること。  

エ 国旗及び市旗の掲揚並びに降納に関すること。  

 

５  警備員の服務規律等  

(1)警備員は警備業務に精通し、市の施設であることを深く認識し、品格と規

律を保持し、市民の信頼に応え行政事務が円滑に出来るようにしなければ

ならない。  

(2)乙は、自己の負担において、警備員に色、形式及び標章が同一の制服及

び制帽並びに警笛及び懐中電灯等の装具を着用させなければならない。  

(3)制服及び制帽のデザインについては、事前に甲と協議しなければならな

い。また、警備員が用いる防火衣又は作業衣、消防用ヘルメット、警笛、携

帯用照明器具、携帯用無線機その他情報伝達機器等は、乙が準備するも

のとする。  

(4)勤務時間中の待機場所は守衛室とし、巡回その他の業務又は緊急連絡

等を除き、特別な理由なく離れてはならない。なお、食事及び仮眠などの休

憩等をとる場合は甲が指定する別室を利用することができる。ただし、緊急

連絡等があった場合には、迅速な対応ができる体制を整えておくこと。  

(5)甲は、警備員が警備業法第 14条第１項に該当する者である場合又は庁

舎の警備員として適切でないと認めた場合には、乙に対し、警備員の交替

を求めることが出来る。乙は甲から警備員の交替を求められたときには、そ

の者を本業務に従事させてはならない。  

(6)乙は、来訪者の受付や庁舎内の警備等を適切な水準に維持するため、警

備員に対する研修を実施しなければならない（第三者により提供される研

修を受講させることを含む。）。研修の内容及び頻度については甲と相談

し、研修実施後、その結果を報告すること。  

(7)乙は、警備員に対し、法定の基本教育と業務別教育を合わせて年間 10

時間以上実施すること。また、新規配属の警備員に対しては、現場において

７日以上（休日・夜間を２日以上含むこと。）の研修教育を受けさせ、研修

教育終了後は、その内容及び結果について、書面にて甲に報告し、承認を



 

 

受けること。  

(8)乙は、火災や地震等の緊急事態への対応を含めた必要な訓練を行い、

練度の維持向上に努めること。訓練の内容及び頻度については甲と協議

し、訓練後、その結果を報告すること。  

(9)乙は、警備員の労働条件等において、労働基準法その他の関係諸法規

を遵守し、警備員が過剰な業務負担等により業務に支障をきたすことがな

いよう、労働管理に細心の注意を払わなければならない。  

 

６  警備報告書等の作成  

(1)業務実施結果について警備報告書（日誌）及び電話記録簿を作成し、甲

に提出すること。  

(2)警備報告書の様式は別添様式１、電話記録簿の様式は別紙様式２のと

おりとするが、甲の同意を得た場合は、乙独自の様式に変更することができ

る。 

(3)特筆すべき事項があったときは、その内容を事実に基づき正確かつ速や

かに報告すること。報告は原則として書面で行うこととし、当該報告書を一

読して内容を把握できるものであれば、報告書の様式は問わないものとす

る。 

(4)警備報告書等については、契約期間内に電子化を図ること。なお、電子

化する際の様式や提出方法等については、書面にて甲に報告し、承認を受

けること。  

 

別表１：対象範囲  

本庁舎  

所在地  

岸和田市岸城町

７番１号  

新庁舎  

昭和46年建築、鉄筋コンクリート造  

地上５階地下１階、昇降機２台、  

延床面積4,199.01㎡  

旧庁舎  

昭和29年建築、鉄筋コンクリート造  

地上４階地下１階、昇降機なし、  

延床面積4,937.89㎡  

分館  

（職員会館）  

所在地  

岸和田市岸城町

５番８号  

昭和46年建築、鉄筋コンクリート造、地上３階  

昇降機なし、延床面積989.53㎡、敷地面積704.63㎡ 

執務室１室と受付の他は会議室となっている。  

第２別館  

所在地  

岸和田市本町  

５番４号  

鉄骨造、地上４階  

昇降機１台、延床面積７１９ .62㎡、敷地面積442.03㎡ 

公用車庫  

所在地  

昭和51年建築、鉄骨造、地上１階  

延床面積322.20㎡、敷地面積809.15㎡  



 

 

岸和田市岸城町

６番 10号  

市の公用車両の一部を駐車する車庫であり、管理室があ

るが職員は常駐していない。  

駐車場  

第１  

新庁舎に隣接した位置にあり24時間開設してい

る。 

ゲート式、収容台数 16台、面積約790㎡  

第２  

新庁舎北側の道路を挟んで設置されており、原則

として市役所執務時間のみ開設している。  

ゲート式、収容台数51台、面積約2,300㎡  

第３  
分館前に設置されており24時間開設している。  

フラップ式、収容台数42台、面積約890㎡  

裁判

所後  

岸和田城の西側に位置し、24時間開設している。

精算機内の現金と駐車券の回収のみ。ゲート式  

構内  

新庁舎・旧庁舎の建物がある敷地部分  

別添図面参照、総面積約 3,200㎡  

公用車管理室、プレハブ会議室、物置倉庫、駐輪場等が

ある。 

 

別表２：人員及び勤務時間等  

【昼間警備】  

・人員  ５人以上（現場責任者又は副現場責任者１名以上が勤務すること。）  

・勤務時間  平日  午前８時55分から午後５時 30分まで  

・特記事項  

(1)昼間警備における郵便物・届出書類等の受け渡しについて  

大阪府からの逓送便の受け取り及び引き渡しを行う。  

(2)国旗及び市旗の掲揚及び降納について  

概ね午前９時頃に国旗・市旗を掲揚し、午後５時 30分頃に国旗・市旗を降

納する。国旗及び市旗は甲が準備するものとし、掲揚場所は、第１駐車場内海

側に設置しているポールと新庁舎屋上の２か所とする。  

【夜間警備】  

・人員  ３人以上（現場責任者又は副現場責任者１名以上が勤務するこ

と。）  

・勤務時間  午後５時30分から翌朝午前８時55分まで  

・原則として、守衛室に常駐勤務とする。  

・特記事項  

(1)夜間警備における郵便物・届出書類等の受け渡しについて  

郵送物、新聞、その他配送物の送達があり、受領するのみで足りる場合

は受領する。受領したものは、甲が用意する箱等に保管し、原則として直近

の平日に担当課（総務管財課）に引き渡す。  

また、市民等が戸籍に関する届出書類等（出生届、婚姻届、離婚届等）

を持参した場合は、必要書類を受け取り保管し、担当課（市民課）職員に



 

 

引き渡す。  

(2)夜間警備における巡回について  

対象範囲を巡回し、不法侵入者の有無、各所の施錠・消灯の確認、電

気・水道等設備を含めた防災・防犯予防上の確認を行う。午後７時から

翌朝８時までの間に３回以上行い、間隔は概ね３時間以上開けることとし、

そのうち１回は、原則として職員最終退庁者の確認以降の時間帯に実施す

ること。なお、巡回する順路については指定しないが、パトロールレコーダー

を使用しての記録兼巡回箇所として甲が指定する箇所全てを巡回し、警

備報告書に巡回を行った記録を附すること。  

(3)夜間警備における本庁舎内への出入者の管理について  

来庁者に対し執務時間外であることを説明し、甲から例外的に出入りを

認めると連絡のあったもの以外は出入りさせない。ただし、トイレ使用希望

の場合や急病人発生時など緊急性の高いものについては出入りを認める

が、関係ない部署へ出入りしないよう注意・監視する。なお、市職員及び甲

から例外的に出入りを認めると連絡のあったものの出入りについては、甲の

指示に従い確認するものとする。  

午後６時から翌朝午前８時30分までは、新庁舎１階エレベーター付近

及びトイレ前付近にポールパーテーションを設置する。  

守衛室に設置している監視システムを使用するなどし、不法侵入者がい

ないかを監視する。  

(4)本庁舎玄関その他の門扉の開閉について  

午後６時頃に新玄関の自動扉を閉めて夜間入口のみとし、新庁舎地下

出入口、旧玄関、旧庁舎地下・１階・２階出入口を閉め、午後 11時頃に新

玄関出入口を閉める。  

また、午前８時30分頃に新玄関、新庁舎地下出入口、旧玄関、旧庁舎

地下・１階・２階の各出入口を開ける。  

【日直】  

・人員  ３人以上（現場責任者又は副現場責任者１名以上が勤務するこ

と。）  

・勤務時間  休日午前８時55分から午後５時30分  

・原則として、守衛室に常駐勤務とする。  

・特記事項  

(1)日直における郵便物・届出書類等の受け渡しについて  

夜間警備での業務内容と同じ。  

(2)日直における巡回について  

対象範囲を巡回し、不法侵入者の有無、各所の施錠・消灯の確認、電

気・水道等設備を含めた防災・防犯予防上の確認を行う。午前９時から

午後５時までの間に３回行い、間隔は概ね３時間以上開けることとする。な

お、巡回する順路については指定しないが、パトロールレコーダーを使用し

ての記録兼巡回箇所として甲が指定する箇所全てを巡回し、警備報告書

に巡回を行った記録を附すること。不審者又は不審物を発見した場合に



 

 

は、直ちに甲に報告して指示を仰ぐこと。  

(3)日直における本庁舎内への出入者の管理について  

来庁者に対し閉庁日であることを説明し、甲から例外的に出入りを認め

ると連絡のあったもの以外は出入りさせない。ただし、トイレ使用希望の場

合や急病人発生時など緊急性の高いものについては出入りを認めるが、関

係ない部署へ出入りしないよう注意・監視する。なお、市職員及び甲から例

外的に出入りを認めると連絡のあったものの出入りについては、甲の指示

に従い確認するものとする。  

新庁舎１階エレベーター付近及びトイレ前付近にポールパーテーションを

設置する。  

守衛室に設置している監視システムを使用するなどし、不法侵入者がい

ないかを監視する。  

 

 

 


